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１．計画の概要 
１-１．計画策定の背景と目的 

公共交通を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響からの生活様式の変化等に

より公共交通利用が伸び悩み、長引く円安や情勢不安による燃料費の高騰が公共交通事業経営を

圧迫、運転手の高齢化と人材不足など、全国的に非常に厳しい状況にあります。 

福津市では、令和元年8月に「福津市地域公共交通網形成計画」を策定し、計画の基本方針のも

と様々な交通施策を実施してきましたが、全国の状況と同様に、新型コロナウイルス感染症の蔓

延以降、公共交通の利用者は減少しています。また、運転手不足、運行経費の高騰などにより路

線バスも一部区間の廃止や減便を余儀なくされている状況です。 

この状況に対応し、引き続き、市民の移動手段の確保による生活への不安の解消と、暮らしや

すく魅力ある地域を創り上げるため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年

法律第５９号）に基づく『福津市地域公共交通計画』を策定することとしたものです。 

本計画では、市の公共交通体系の現状や調査結果を踏まえた課題を抽出した上で、公共交通の

基本方針、目標、施策、取り組み及び体制を明らかにして、市内各地域のニーズに合った効率的

で持続可能な公共交通網の形成に資することを目的とします。 
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１-２．計画の位置づけ 

本計画は、福津市がめざす将来像とその実現に向けた７つのテーマごとの目標像並びに取組方

針を示す「まちづくり基本構想」を上位計画とし、かつ、関係法令等や関連計画を踏まえ策定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上位・関連計画をもとに、公共交通の関係及び公共交通に求められる役割について整理し

ています。 

→詳細：参考資料-P1～P2 
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１-３．計画の対象区域と計画期間 

（1）計画の対象区域 

本計画は、福津市全域を対象とします。 

なお、必要に応じて隣接する市町との連携を図ります。 

 

（2）計画期間 

計画の期間は、令和7年10月から令和１２年９月までとします。 

なお、期間内においても必要に応じて計画の見直し、修正を行います。 

 

１-４．計画の枠組み 

本計画は、以下の６つの項目で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■福津市地域公共交通計画の枠組み 

 

 

  

 

計画目標と目標達成のための取り組み 

計画の目標と目標を達成するための施策、その施策の実施期間・実
施主体を示し、目標の達成状況を評価する数値指標を定めています。 

福津市における公共交通の課題 

本市の公共交通の問題点・課題を整理しています。 

地域公共交通計画の基本方針 

福津市の目指す将来像と公共交通の果たすべき役割を示し、公共交
通の課題を踏まえて、公共交通の基本方針・あり方を定めています。 

計画達成状況の評価 

計画を推進していくための各主体の役割を示しています。また、計画
達成の評価の考え方や評価の検証方法について示しています。 

福津市地域公共交通網形成計画の検証 

これまでに行った取組みと網形
成計画での目標検証を整理してい
ます。 

 地域・公共交通の現状 

市民の移動実態とニーズ 



 

4 

２．市と市内公共交通の現状 
２-１．市の現状 

（1）位置・地勢等 （※福津市人口ビジョンから抜粋） 

本市は、福岡県の北部で福岡市と北九州市の中間に位置し、北東側は宗像市、南東側は宮若市、

南側は古賀市に隣接しており、西側は玄界灘に面し、その面積は 52.76㎢です。 

また、東部を山、西部を海に囲まれ、特に海岸一帯と宮地嶽神社周辺の山林は、昭和 31 年に玄

海国定公園に指定され、風光明媚な自然景観を形成しています。 

一方、交通網は、東西にＪＲ鹿児島本線、国道３号が延び、海岸線と併行して、国道 495 号が

走っています。さらに、近くには九州自動車道若宮インター、古賀インターもあり、広域的な交通

利便性にも富んでいます。 

このため、本市は宮地嶽神社や津屋崎・福間海岸などを中心とした観光レクリエーションの場と

して、また、福岡・北九州両政令市への通勤・通学の利便性を背景とした住宅地域として、さらに

は、新鮮な食料品の生産供給地域としての広域的な役割を有しています。 

気候・環境は、対馬海流の影響を受け、気候は冬季でも比較的温暖で準無霜地帯であり、野菜の

促成栽培など施設園芸農業も盛んです。年間降水量はおよそ 1,500 ミリ前後となっています。 

 

（２）人口等 （※一部福津市人口ビジョンから抜粋） 

①人口と世帯 

本市の人口は、昭和 35 年以降、大規模団地の開発等により昭和 60 年には約 47,000 人まで

増加しました。平成 12 年以降、人口はおおむね横ばいでしたが、土地区画整理事業や下水道普及

率の上昇を背景に、令和 2 年には約 67,000 人まで増加しました。男女比は、市全体や地域別を

みても一貫して女性が多い傾向です。 

世帯数は、昭和 60 年は約 13,300 世帯でしたが、令和 2 年には約 26,500 世帯まで増加し

ています。 

→詳細：参考資料-P3～P7 

②人口分布 

市の人口分布は、JR 福間駅や JR 東福間駅を中心とした地域に人口が集積しています。65 歳

以上についてみると、昭和 40～50 年代に開発された大規模団地で特に多くなっています。 

→詳細：参考資料-P8～P9 

 

（３）施設の分布状況 

市内の生活利便施設（①病院・診療所・歯科、②高齢者福祉施設、③商業施設、④コンビニエン

スストア、⑤公共施設、⑥学校、⑦幼稚園・保育園）は、おおむね人口が集積している JR 福間駅・

JR 東福間駅周辺に多く立地しています。一方、勝浦地域や上西郷地域では、生活利便施設圏域（半

径 500ｍ）外となっている場所が多くみられます。 

→詳細：参考資料-P10～P26 
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（４）商業・工業・観光 

商業の状況は、平成 26 年を境に年間販売額や売り場面積が急増しています。これは、区画整理

事業により大型商業施設が開業したことが大きな要因と思われます。工業はおおむね横ばい、観光

入込客数は、令和 2～3 年のコロナ禍では減少しましたが、現在は回復に転じています。 

→詳細：参考資料-P27～P28 

 

（５）自動車・運転免許の保有状況 

自動車の保有台数は年々増加しており、令和 2 年には 39,376 台となっています。一方、一世

帯あたりの自動車保有台数は、平成 17 年の 1.62 台をピークに減少に転じています。 

運転免許の保有者数は年々増加し、令和 4 年には 44,327 件まで増加しています。自動車免許

の自主返納申請件数は、令和元年は 290 件でしたが、その後は 200 件前後で推移しています。 

→詳細：参考資料-P29 

 

（６）通勤・通学 

福津市から他自治体への通勤・通学は、最も多いのが福岡市となっています。移動手段は市内外

とも自家用車が最も多く、次いで自転車や鉄道、乗合バスとなっています。 

→詳細：参考資料-P30～P31 

 

 

２-２．市内公共交通の現状 

（１）公共交通網 

市内にある主な公共交通は JR、西鉄バス、JR 九州バス、タクシー、コミュニティバス（ふく

つミニバス）です。利用者数はいずれも、コロナ禍の令和 2～3 年に大きく落ち込みましたが、

徐々に回復しつつあります。全国的な課題となっている運転士不足については、二種免許保有者が

年々減少していること、また運転業務従事者の平均年齢が全業種平均に比べて高い傾向にあるこ

とから読み取ることができます。 

→詳細：参考資料-P33～P43 

 

（２）公共交通の利用圏域 

公共交通カバー圏域を JR、西鉄バス、JR 九州バス、コミュニティバス（ふくつミニバス）に

絞ってみると、令和元年の福津市公共交通網形成計画策定時にはカバー圏域は 92％でしたが、現

在は 95.1％まで改善しています。 

→詳細：参考資料-P44～P45 
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２-３．市民の移動実態とニーズの現状 

市の公共交通に関する市民ニーズ等を把握するため、令和 6 年 8～9 月にアンケート調査を実

施しました（回収総数：944 票）。結果、自動車の保有状況は 72.2％、日常の移動手段は自動車

が最も多く（32.7％）、次いで鉄道（18.7％）、西鉄バス（12.0％）の順でした。公共交通に対す

る年代別の満足度は、定時性、快適性では「ふつう」と回答した人が最も多かったものの、運行頻

度では「やや不満」と回答した人が 10 歳代を除き各世代で最も高くなりました。 

→詳細：参考資料-P46～P59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡 例 

▲福津市内の公共交通の現状（令和6年4月時点） 



 

7 

３．福津市地域公共交通網形成計画の検証 
３-１．施策ごとの具体的な取り組みの検証 

本市では、令和元年 8 月に策定した「福津市地域公共交通網形成計画」に、４の計画目標、13

の施策、23 の具体的な取り組みを掲げ、実現に向け取り組んできました。令和 5 年度末現在にお

ける、23 の具体的な取り組みの実施状況は以下のとおりで、「実施完了」は 5（22％）、「継続実

施」は 13（56％）、「未実施又は検討中」は 5（22％）でした。結果、継続実施と実施完了の合

計 78％が、福津市の交通施策として現在実施できているといえます。一方、未実施または検討中

となった取り組みの主な要因としては、取り組み実施に伴う市や運行事業者、あるいは地域コミュ

ニティの事務負担増が回避できなかったこと等が挙げられます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→詳細：参考資料-P62～P63 

 

３-２．数値目標の検証 

福津市地域公共交通網形成計画では、上記の取り組みと併せ、計画の達成状況を評価するための

指標を設定しています。令和 5 年度末現在における、目標値の達成状況は以下のとおりで、全 9

項目中、達成 3（33％）、未達成６（67％）となりました。この主な要因は、コロナ禍により公

共交通利用者が一時大幅減となり現在も回復しきれておらず、結果として利用者数や収支率が改

善していないことが挙げられます。 

 

指標 目標値 実績値（R5 末） 達成状況 
Ⅰ-①-Ａ 鉄道（幹線）の駅別日利用者数 11,151 人/日 10,925 人/日 未達成 

Ⅰ-①-Ｂ 路線バス（幹線）の路線別日利用者数 
西鉄 7,015 人/日 

JR ﾊﾞｽ 777 人/日 

西鉄 5,500 人/日 

JR ﾊﾞｽ 649 人/日 
未達成 

Ⅰ-①-Ｃ コミュニティバス（準幹線・支線）の路線

別日利用者数 
353 人/日 249 人/日 未達成 

Ⅰ-② 幹線補助路線の収支率 54.6％ 61.5％ 達成 

Ⅰ-⓷ コミュニティバスの収支比率 19.8％以上 10.8％ 未達成 

Ⅱ 主要な停留所におけるバス待ち改善箇所数 5 箇所 5 箇所 達成 

Ⅲ 公共交通の利便性に関する満足度評価割合 36.6％以上 21.7％ 未達成 

Ⅳ-① 市民との意見交換会の実施地域・回数 8 回 延 52 回 達成 

Ⅳ-② 地域コミュニティとの共働を取り組む地域数 3 地域 0 地域 未達成 

▲数値目標の達成状況の概要 

→詳細：参考資料-P64 

 

▲実施状況別取り組み結果（令和5年度末現在） 
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４．市内公共交通の課題 
福津市における地域公共交通の課題について、地域公共交通を取り巻く現状や、福津市地域公共

交通網形成計画の検証結果、市民アンケート調査の結果等を踏まえ、以下のように整理します。 

 

 

 

○市街地部（用途地域内）では生活利便性の向上による人口増加が予測されるものの、縁辺

部（用途地域外）では生活利便性の低下による人口減少と高齢化、集落維持の困難性が懸

念され、地域間格差が今後も拡大していくことが予測されます。 

○高齢の単身世帯及び夫婦世帯の増加が更に進行しています。また、市街地部(福間・福間南・

宮司)は、40 歳以下の増加が著しく(特に、30 代と 10 代未満)、郊外部(上西郷・勝浦・

神興・神興東)は、64 歳以下の減少が多くなっています。 

○高齢者や障がい者の移動や買い物を支える体制の構築が必要です。 

○運転免許の返納により公共交通を利用しないと移動できない方や、他の地域と比べ自動車

保有の割合が低い勝浦地区での移動手段の確保が必要です。 

 

 

 

 

○市街地部（用途地域内）では生活利便性の向上による人口増加が予測されるものの、縁辺

部（用途地域外）では生活利便性の低下による人口減少と高齢化、集落維持の困難性が懸

念され、地域間格差が今後も拡大していくことが予測されます。【再掲】 

○公共交通の良さや必要性を多くの市民に知っていただくとともに、“利用して良かった”と

感じてもらえるように利便性等の改善が必要です。 

○市街地部と郊外部では、生活利便施設（病院、大型小売店舗、コンビニ等）のアクセス性に

大きな格差があります。 

○コロナ禍で収支状況は悪化し、その後徐々に収支率は上昇していますが、ふくつミニバス

は津屋崎線と上西郷線を除き、コロナ禍以前の水準には達していません。 

○福津市の公共交通空白地域の人口割合は、網形成計画策定時より減少しています。 

○運転免許の返納により公共交通を利用しないと移動できない方や、他の地域と比べ自動車

保有の割合が低い勝浦地区での移動手段の確保が必要です。【再掲】 

○地域や年齢層によって異なる利用頻度と利用目的に応じ、運行ダイヤや運行経路の見直し

を適宜行うことが必要です。 

○公共交通に対する満足度を高め、更なる利用促進につながる好循環を生み出す利便性向上

の取組みを行うことが必要です。 

 

 

 

 

課題１ 高齢化に対応した持続可能な公共交通の確保・維持が必要 

課題２ 地域単位での住民ニーズや利用目的に応じた公共交通ネットワークの構築が

必要 
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○勝浦地区では西鉄バス津屋崎・鐘崎線 1-2 系統の一部（勝浦浜-津屋崎間）が令和 7 年 10

月 1 日付けで廃止、上西郷地区では宮若市コミュニティバス「福間線」（宮若市福丸～JR

福間駅）が令和 7 年３月末日で廃止になりました。これらの路線の廃止により、勝浦地区・

上西郷地区における交通サービスの低下が懸念されます。 

○市街地部と郊外部では、生活利便施設（病院,大型小売店舗,コンビニ等）のアクセス性に大

きな格差があります。【再掲】 

○福津市の公共交通空白地域の人口割合は、網形成計画策定時より減少しています。【再掲】 

○乗継ぎ待ちの施設整備や運行ダイヤの調整、運行頻度の増加を望む声が多く見られます。 

○限られた人材と経費の削減を図り路線を維持するためには、事業の効率化が必要不可欠で

す。 

 

 

 

○市街地部（用途地域内）では生活利便性の向上による人口増加が予測されるものの、縁辺

部（用途地域外）では生活利便性の低下による人口減少と高齢化が懸念され、地域間格差

が今後も拡大していくことが予測されます。【再掲】 

○自動車保有台数の増加を上回って人口及び世帯が増加していることから、一世帯あたりの

自動車保有台数は減少傾向にあります。 

○市民の生活拠点である中心拠点（福間駅周辺）・地域拠点（津屋崎地区・東福間駅周辺）の

機能を高めつつ、人が集まりやすい公共交通網とすることが必要です。 

○観光地・観光施設へのアクセスや観光イベント等の開催に合わせ、バスやタクシーなどの

二次交通の案内や利用促進を図ることが必要です。 

○安全かつ安心で快適に住み続けられるまちを目指して、暮らしやすさを実感できる生活基

盤（地域交通網体系など）の整備が必要です。 

 

 

 

 

○持続可能な公共交通体系の維持・確保のためには、行政や交通事業者だけでなく、公共交

通を利用する市民や地域コミュニティ、企業等の積極的な参加・協働が必要です。 

○公共交通等に従事するために必要な二種免許保有者数は年々減少しています。 

○バス・タクシードライバーの高齢化が進み、新たな人材を確保するために様々な取組みを

行っていても十分な人数の確保に至っていない状況に加え、更なる労働環境の改善が求め

られています。 

○限られた人材と経費の削減を図り路線を維持するためには、事業の効率化が必要不可欠で

す。【再掲】 

 

  

課題５ 各主体（市民（地域）・企業・交通事業者・行政）における役割の明確化と 

一体的な取り組みが必要 

課題３ 公共交通機関相互の連携による利便性向上が必要 

課題４ まちづくりと公共交通の連携による将来像の実現が必要 
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■都市構造と地域の課題  

宮若市コミュニティバスの 

乗り入れ廃止 

⇒上西郷地域における交通サー

ビスの低下 

・人口増加傾向 

・将来的にもさらに人口増加が進

むことが推測される 

・生産年齢人口とともに年少人口

が多い 

・縁辺部と比べて人口が多いこと

から、高齢人口も多い 

⇒人口の高密度化 

⇒市街地としての発展が期待 

⇒今後も交通サービスレベルを

維持・向上させることが必要 

・人口減少傾向 

・将来的にも人口減少が進むこと

が推測できる 

・高齢人口が多い 

⇒人口の低密度化の懸念 

⇒集落維持の懸念 

⇒今後、交通サービスレベルの維

持が困難となる懸念 

地域間格差の拡大 

⇒地域間格差の是正 

⇒縁辺部(用途地域外)居住者へ

の交通サービスレベルの維持・

向上 

■縁辺部(用途地域外) 

■市街地部(用途地域内) 

西鉄バスの一部路線廃止 

⇒勝浦地域における交通サービ

スの低下 
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５．計画の基本方針 
５-１．福津市の将来像 

（１）本市の目指す交通将来像 

福津市における交通将来像は、「福津市まちづくり計画『まちづくり基本構想』（令和元年9月）」

及び「第2次福津市都市計画マスタープラン（平成30年3月 令和4年10月改訂）」との整合を図

り、下記のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■福津市の交通将来像 
 
 
 

暮らしやすさを実感できる公共交通体系 
 
 
 

鉄道や路線バス、タクシー、コミュニティバス等の各交通機関で相互連携を図り、

市民の生活行動やニーズに応えることはもとより、まちづくり・観光振興等とも一体

となった、利用しやすい公共交通ネットワークへの再編・強化、交通結節点等におけ

る環境整備、他分野との連携による交通手段の補完、新モビリティサービスの調査研

究・導入検討、その他、地域の輸送資源の総動員に努め、持続可能な交通体系となる

ことを目指します。 

このため、地域の移動ニーズを適切に把握するとともに、交通事業者を含む多様な

関係者と連携・協働を深め、福津市における最適な移動手段の確保に努めていきます。 
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５-２．公共交通の基本方針 

公共交通に係る課題の解決に向けて、福津市の公共交通における基本方針を下記のように設定

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福津市における公共交通の基本方針 

【基本方針１】 

市内各地域の課題やニーズに対応し、地域間格差の是正を促す 

公共交通サービスの充実 

利用しやすいルートや運行ダイヤにするとともに、ニーズに応じた目的地や公共交通

機関の運行状況等の情報提供の充実を図ります。 

特に、高齢者や本市縁辺部(用途地域外)の居住者が、安全で快適に利用しやすい交通

環境となるよう配慮します。 

 

→（課題１）高齢化に対応した持続可能な公共交通の確保・維持 

→（課題2）地域単位での住民ニーズや利用目的に応じた公共交通ネットワークの構築 

 

【基本方針２】 

３つの拠点へのアクセス性向上による市全体の活性化 

中心拠点(福間駅周辺)と地域拠点(津屋崎地区・東福間駅周辺)における行政、医療、

福祉、商業等の機能向上を下支えし、拠点へのアクセス性を高める公共交通体系を形成

することにより、市全体の活性化を図ります。 

 

→（課題１）高齢化に対応した持続可能な公共交通の確保・維持 

→（課題４）まちづくりと公共交通の連携による将来像の実現 

 

【基本方針３】 

観光資源との連携による交流人口の拡大 

市内各地に分布する観光交流スポット※1及び観光交流ゾーン※2への連絡や連携を向上

させ、市内外からの交流人口や関係人口の拡大につなげます。 

 

→（課題２）地域単位での住民ニーズや利用目的に応じた公共交通ネットワークの構築 

→（課題４）まちづくりと公共交通の連携による将来像の実現 

 

※1 宮地嶽神社、津屋崎千軒、新原・奴山古墳群、畦町宿、福間漁港、津屋崎漁港、直販所（あんずの里市、 

ふれあい広場ふくま、お魚センターうみがめ） 

※2 津屋崎漁港から福間漁港へ至る海岸線と宮地嶽神社を結ぶ地域 
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【基本方針４】 

公共交通機関相互の連携による公共交通体系の機能強化 

鉄道や路線バス、コミュニティバス、タクシー等の交通機関に求められる役割を明確

にするとともに、それぞれの交通機関の利点を活かしたサービスの提供に努めます。 

さらに、各主体や交通機関相互が連携することで、無駄や非効率な運行などを回避

し、利用しやすい交通体系を維持していきます。 

 

→（課題３）公共交通機関相互の連携による利便性向上 

→（課題５）各主体（市民（地域）・企業・交通事業者・行政）における役割の明確化と一体的な取り組み 

 

【基本方針５】 

多様な主体の連携による持続可能な体制や仕組みの良好な維持 

地域交通政策の推進に行政が牽引的な役割を果たす中で、交通事業者の自主路線を

含む形で策定された地域公共交通計画を具現化するためには、関係者が計画理念を共

有し、協議会等において計画の実効性を担保するとともに、多様な関係者による協議を

通じて、相互の信頼関係が構築されていることが重要です。 

さらに、計画策定段階から行政と交通事業者が意思の疎通を図るとともに、市民を含

む関係者が地域公共交通を支えるために総力をあげて取り組むことが求められます。 

委託者・受託者、行政主導・事業者主導といった考え方や、事業者（自主）路線・補

助路線・委託路線といった従来の枠組みから脱却し、対等の立場で地域公共交通の活性

化・維持に向けて取り組むパートナーシップに基づく持続可能な公共交通維持の仕組み

（福津市地域交通体系協議会）を良好に維持していきます。 

 

→（課題５）各主体（市民（地域）・企業・交通事業者・行政）における役割の明確化と一体的な取り組み 
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５-３．公共交通基本方針図と交通機関の役割 

公共交通の基本方針に基づき、交通将来像の実現に向けた基本方針図と各公共交通機関の役

割を以下に整理します。具体的には、各公共交通機関の役割を明らかにするとともに、将来の都

市構造の骨格を形成する公共交通軸・エリアを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

交通 

モード 
運行主体 

該当する 
現行路線 

役割 区分 

鉄
道 

JR九州 鹿児島本線 

市の中心拠点や地域拠点を経由し、周辺
市及び広域的な都市間の移動を担いま
す。永続性が高く、需要増への柔軟な対応
や都市間連携を可能としています。 

幹 

線 

軸 

路
線
バ
ス 

（
広
域
） 

西鉄バス 
赤間急行 

26，26A 

市の中心拠点や地域拠点を経由し、周辺
市及び広域的な都市間の移動を担いま
す。 

路
線
バ
ス 

（
市
内
） 

西鉄バス 1-1 
市の中心拠点と地域拠点を結び、通勤・通
学や買い物、観光等の多様なニーズに対
応する役割を担います。 

JR九州バス イオン循環線 
市の中心拠点と大型商業施設を結び、通
勤・通学や買い物等の多様なニーズに対
応する役割を担います。 

西鉄バス 1-2 

市の中心拠点と地域拠点を結ぶととも
に、通勤・通学や買い物等の多様なニー
ズ、さらには観光資源との連携等に対応
した幹線的な機能を担います。 

準
幹
線
軸 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
・ 

乗
合
タ
ク
シ
ー 

行政、 
タクシー
事業者 

【ミニバス】 
福間周回線 
津屋崎線 
上西郷線 
勝浦線 

東福間・若木台線 
 

【乗合タクシー】 
ふくつ乗合 
タクシー 

鉄道や路線バスでカバーできない公共交
通の空白地域における移動や高齢者等の
生活行動を支えることから、各拠点を起
終点とし、幹線軸を補完する役割を担い
ます。 

支
線
軸 

タ
ク
シ
ー 

タクシー
事業者 

宗像平和タクシー
（株） 

宗像交通（有） 
福栄タクシー

（有） 

需要が少なく利用者の高齢化や居住密度
が低い本市縁辺部の地域を地域連携エリ
アと位置づけます。移動はタクシー等で
居住地と拠点や幹線軸・支線軸を結びま
す。 

地
域
連
携
エ
リ
ア 

及
び
市
域
全
域 
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公共交通の基本方針図 

幹線軸（鉄道、路線バス） 

準幹線軸（路線バス） 

支線軸（コミュニティバス、乗合タクシー） 

地域連携エリア（タクシー） 

近隣自治体との連携検討路線 

■公共交通の基本方針図 
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■福津市における公共交通体系図 

（令和7年10月時点） 

【凡例】 
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５-４．乗り継ぎ環境の確保・改善の留意点 

公共交通体系の形成における乗り継ぎ拠点のあり方や幹線路線・準幹線路線・支線路線による乗

り継ぎ環境を確保・改善する場合の留意点を以下に整理します。 

 

■乗り継ぎ環境の確保・改善の留意点 

視 点 内  容 

乗り継ぎへの

配慮 

・遅延時におけるバス待ちルールを設定する等、バス路線相互の乗り 

継ぎが円滑に行えるように配慮します。 

・主要な乗り継ぎ拠点においては、可能な範囲でパーク＆(バス)ライド

サイクル＆(バス)ライド等の施設を活用し、多様な交通手段（鉄道、 

自家用車、タクシー、自転車など）との乗り継ぎが行えるように配慮

します。 

 

乗り継ぎ案内

・ 

情報提供 

・乗り継いで行くことができる施設・目的地や、乗り継ぐ先の路線の  

情報が、事前に確認できるなど、利用者へ正確な情報を提供できる 

ように留意します。 

 

乗り継ぎへの

抵抗を軽減 

・運行本数の多い路線から運行本数の少ない路線への乗り継ぎの際、 

極力短い時間で乗り継ぎが可能となるようダイヤ設定に留意します。 

・目的地までの乗り継ぎ回数を極力少なくすることに留意します。 

・主要な乗り継ぎ箇所において、乗り継ぎ待ちの際に雨風を避け、休憩

できるようなベンチや上屋の整備を検討します。 

・乗り継ぎにより、運賃（利用料金）負担が過度に増大しないよう留意し

ます。 
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６．計画目標と施策等 
６-１．計画目標等の設定と体系 

福津市における交通将来像の実現に向けて、公共交通の基本方針に基づいた計画目標と施策、取

り組み内容を設定します。体系は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■
福

津
市

地
域

公
共

交
通

計
画

　
施

策
体

系

課
題

基
本
方
針

1
2

3
4

5
準
備

実
施

Ⅰ
-
①
-
1

需
要
に
応
じ
た
運
行
本
数
の
確
保

●
●

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅰ
-
①
-
2

施
設
・
車
両
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

●
●

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅰ
-
①
-
3

公
有
地
の
活
用

●
●

●
●

●
新
規

R
7

-

Ⅰ
-
②
　
準
幹
線
軸
の
維
持

Ⅰ
-
②
-
1

幹
線
軸
を
補
完
し
つ
つ
拠
点
間
の
移
動
や
観
光
振
興
へ
の
対
応
を

考
慮
し
た
バ
ス
路
線
の
維
持

●
●

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅰ
-
③
-
1

利
用
ニ
ー
ズ
や
乗
降
実
態
を
考
慮
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
路
線
の

定
期
的
な
見
直
し

●
●

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅰ
-
③
-
2

よ
り
よ
い
見
直
し
・
改
善
の
た
め
の
協
力
体
制
の
確
保

●
●

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅰ
-
④
　
地
域
連
携
エ
リ
ア
の
移
動
支
援

Ⅰ
-
④
-
1

地
域
連
携
エ
リ
ア
で
の
タ
ク
シ
ー
を
活
用
し
た
移
動
支
援
の
維
持
・
拡
充

●
●

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅰ
-
⑤
　
新
た
な
交
通
手
段
の
導
入
の
検
討

Ⅰ
-
⑤
-
1

地
域
の
実
情
等
に
応
じ
既
存
交
通
手
段
か
ら
新
交
通
手
段
（
新
モ
ビ
リ
テ
ィ

サ
ー
ビ
ス
）
へ
の
置
き
換
え
・
追
加
等
の
導
入
検
討
・
実
施

●
●

●
●

●
新
規

R
7

-

Ⅰ
-
⑥
　
人
材
確
保
に
向
け
た
広
報
の
支
援

Ⅰ
-
⑥
-
1

運
転
士
等
の
人
材
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
広
報
の
支
援

●
●

●
●

●
新
規

-
R
7

公
共
交
通
に
係
る
課
題

公
共
交
通
の
基
本
方
針

Ⅱ
-
①
-
1

主
要
な
交
通
結
節
点
等
で
の
乗
り
継
ぎ
・
待
合
環
境
の
改
善

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅱ
-
①
-
2

停
留
所
ご
と
の
事
情
に
応
じ
た
待
合
・
乗
降
環
境
の
改
善

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅱ
-
②
　
乗
り
継
ぎ
運
行
時
刻
の
調
整

Ⅱ
-
②
-
1

支
線
軸
に
お
け
る
主
要
な
乗
り
継
ぎ
拠
点
(
駅
や
バ
ス
停
)
で
の
運
行
ダ
イ
ヤ

の
時
間
調
整

●
●

●
継
続

-
R
7

Ⅱ
-
③
-
1

回
数
券
･
定
期
券
制
度
の
創
設
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
）

●
●

●
継
続

R
7

R
1
0

Ⅱ
-
③
-
2

乗
り
継
ぎ
割
引
制
度
の
再
構
築

●
●

●
継
続

R
7

-
Ⅱ
-
③
-
3

乗
車
特
典
制
度
の
創
設

●
●

●
継
続

R
7

R
1
0

Ⅲ
-
①
-
1

主
要
な
交
通
結
節
点
に
お
け
る
総
合
案
内
板
の
設
置

●
●

継
続

R
7

R
1
0

Ⅲ
-
①
-
2

バ
ス
停
案
内
表
示
の
改
善
と
充
実

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
①
-
3

公
共
交
通
案
内
マ
ッ
プ
の
作
成
・
配
布

●
●

継
続

R
7

R
1
0

Ⅲ
-
①
-
4

路
線
見
直
し
に
合
わ
せ
た
時
刻
表
の
改
正
・
配
布

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
①
-
5

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実
と
G
T
F
S
デ
ー
タ
の
活
用

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
②
-
1

わ
か
り
や
す
い
系
統
名
・
バ
ス
停
名
の
設
定

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
②
-
2

バ
ス
車
両
、
バ
ス
停
等
へ
の
系
統
表
示

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
③
　
わ
か
り
や
す
い
乗
り
継
ぎ
情
報
の

　
　
　
 
提
供

Ⅲ
-
③
-
1

乗
り
継
ぎ
拠
点
に
お
け
る
わ
か
り
や
す
い
乗
り
継
ぎ
情
報
の
表
示

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
④
　
免
許
返
納
者
に
対
す
る
特
典
等
の

　
　
　
 
普
及
促
進

Ⅲ
-
④
-
1

免
許
返
納
者
に
対
す
る
特
典
等
の
普
及
促
進

●
●

継
続

-
R
7

Ⅲ
-
⑤
　
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
　
 
（
M
M
施
策
）
の
実
施

Ⅲ
-
⑤
-
1

公
共
交
通
の
乗
り
方
講
座
等
の
検
討
・
実
施

●
●

新
規

R
7

-

Ⅳ
-
①
　
市
内
公
共
交
通
機
関
の
連
携

Ⅳ
-
①
-
1

福
津
市
地
域
交
通
体
系
協
議
会
を
通
じ
た
市
内
公
共
交
通
機
関
相
互
の

情
報
交
換
・
連
携
の
推
進

●
●

新
規

-
R
7

Ⅳ
-
②
-
1

車
内
広
告
や
駅
･
バ
ス
停
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
等
の
取
り
組
み
の
拡
充

●
●

継
続

-
R
7

Ⅳ
-
②
-
2

商
業
施
設
等
が
実
施
す
る
配
送
サ
ー
ビ
ス
等
と
の
連
携
・
情
報
交
換

●
●

新
規

R
7

-

Ⅳ
-
③
-
1

地
域
団
体
等
主
体
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
等
へ
の
伴
走
支
援

●
●

新
規

R
7

-

Ⅳ
-
③
-
2

福
祉
団
体
等
に
よ
る
福
祉
有
償
運
送
と
の
連
携
・
情
報
交
換

●
●

新
規

R
7

-

Ⅳ
-
④
　
観
光
施
策
と
連
携
し
た
取
り
組
み

　
　
　
 
の
推
進

Ⅳ
-
④
-
1

観
光
地
・
観
光
施
設
の
Ｐ
Ｒ
等
に
併
せ
た
公
共
交
通
の
利
用
促
進

●
●

新
規

R
7

-

Ⅳ
-
⑤
　
近
隣
市
町
と
連
携
し
た
取
り
組
み

　
　
　
 
の
推
進

Ⅳ
-
⑤
-
1

沿
線
自
治
体
（
宗
像
市
、
古
賀
市
、
新
宮
町
）
と
の
連
携
・
情
報
交
換

●
●

新
規

-
R
7

目
標
Ⅲ

公
共
交
通
に
対
す
る

安
心
感
の
確
保

目
標
Ⅳ

多
様
な
関
係
者
と
の

連
携
・
協
働

課
題
１

高
齢
化
に
対
応
し
た
持
続

可
能
な
公
共
交
通
の
確

保
・
維
持
が
必
要

課
題
２

地
域
単
位
で
の
住
民
ニ
ー

ズ
や
利
用
目
的
に
応
じ
た

公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
構
築
が
必
要

課
題
３

公
共
交
通
機
関
相
互
の
連

携
に
よ
る
利
便
性
向
上
が

必
要

課
題
４

ま
ち
づ
く
り
と
公
共
交
通

の
連
携
に
よ
る
将
来
像
の

実
現
が
必
要

課
題
５

各
主
体
（
市
民
（
地

域
）
・
企
業
・
交
通
事
業

者
・
行
政
）
に
お
け
る
役

割
の
明
確
化
と
一
体
的
な

取
り
組
み
が
必
要

Ⅳ
-
②
　
企
業
等
と
連
携
し
た
取
り
組
み
の

　
　
　
 
推
進

Ⅲ
-
①
　
公
共
交
通
の
利
便
性
を
促
す
情
報

　
　
　
 
の
周
知

Ⅲ
-
②
　
わ
か
り
や
す
い
バ
ス
系
統
及
び

　
　
　
 
車
両
の
表
示

Ⅳ
-
③
　
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連
携

　
　
　
 
し
た
取
り
組
み
の
推
進

目
標
Ⅱ

公
共
交
通
利
用
者
の

利
便
性
向
上
と
普
及

Ⅱ
-
①
　
待
合
環
境
の
改
善

Ⅱ
-
③
　
利
用
者
に
対
す
る
特
典
等
の

　
　
　
 
検
討
・
実
施

基
本
方
針
１
：

市
内
各
地
域
の
課
題
や

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
地
域

間
格
差
の
是
正
を
促
す

公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の

充
実

基
本
方
針
２
：

3
つ
の
拠
点
へ
の
ア
ク
セ
ス

性
向
上
に
よ
る
市
全
体

の
活
性
化

基
本
方
針
３
：

観
光
資
源
と
の
連
携
に

よ
る
交
流
人
口
の
拡
大

基
本
方
針
４
：

公
共
交
通
機
関
相
互
の

連
携
に
よ
る
公
共
交
通

体
系
の
機
能
強
化

基
本
方
針
５
：

多
様
な
主
体
の
連
携
に

よ
る
持
続
可
能
な
体
制

や
仕
組
み
の
良
好
な
維
持

継
続

新
規

実
施
等
時
期

取
り
組
み
内
容

基
本
方
針
と
の
対
応

交
通
将
来
像

Ⅰ
-
①
　
幹
線
軸
の
維
持

交
通
将
来
像

暮
ら
し
や
す
さ
を

実
感
で
き
る

公
共
交
通
体
系

目
標
Ⅰ

公
共
交
通
体
系
の

適
切
な
維
持
と
改
善

計
画
目
標

施
策

Ⅰ
-
③
　
支
線
軸
の
定
期
的
な
見
直
し
と

　
　
　
 
改
善
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６-２．計画目標ごとの施策・取り組み 

 

目標Ⅰ：公共交通体系の適切な維持と改善 

福津市が目指す交通将来像の実現のため、公共交通体系を維持・確保していきます。市や事

業者は、利用者のニーズや需要に対応するサービスの提供を行うとともに、利用者である市民

等の積極的な公共交通の利用を促進していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画 

目標 
施策 取り組み 実施主体 

目
標
Ⅰ 

公
共
交
通
体
系
の
適
切
な
維
持
と
改
善 

Ⅰ-① 幹線軸の維持 

1.需要に応じた運行本数の確保 

2.施設・車両のバリアフリー化 

3.公有地の活用 

行政 

交通事業者 

Ⅰ-② 準幹線軸の維持 

1.幹線軸を補完しつつ拠点間の 

移動や観光振興への対応を考慮

したバス路線の維持 

行政 

交通事業者 

Ⅰ-③ 支線軸の定期的な見直

しと改善 

1.利用ニーズや乗降実態を考慮 

したコミュニティバス路線の 

定期的な見直し 

2.よりよい見直し・改善のための

協力体制の確保 

行政 

交通事業者 

市民 

Ⅰ-④ 地域連携エリアの移動

支援 

1.地域連携エリアでのタクシーを

活用した移動支援の維持・拡充 
行政 

Ⅰ-⑤ 新たな交通手段の導入

の検討 

1.地域の実情等に応じ既存交通 

手段から新交通手段（新モビリ

ティサービス）への置き換え・

追加等の導入検討・実施 

行政 

Ⅰ-⑥ 人材確保に向けた広報

の支援 

1.運転士等の人材不足を解消する

ために必要な広報の支援 
行政 
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施策名 Ⅰ-① 幹線軸の維持 

該当する 
計画目標 

目標Ⅰ_公共交通の適切な維持と改善 

取り組み 
内容 

 

1．需要に応じた運行本数の確保 

・通勤時や帰宅時などの需要が集中する時間帯や昼間の移動など、交通需要に応じ

た運行頻度や運行車両の適正化を図り、運行サービスの維持・確保に努めます。 

・運行サービスの維持・確保に際しては、事業者の運営努力に頼るだけではなく 

行政も協力します。 

2．施設・車両のバリアフリー化 

・鉄道駅やバス停周辺において、歩道の段差解消などのバリアフリー化を進め  

ます。 

・高齢者や体の不自由な方など、公共交通への利用抵抗を減らすため、更新時期に

合せて、低床バスやワンステップバスの導入等、バリアフリー化を進めます。 

3．公有地の活用 

・幹線軸維持のため、交通事業者の休憩施設や待機施設用地として公有地の貸付

等を進めます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 

（R7） 

2026年 

（R8） 

2027年 

（R9） 

2028年 

（R10） 

2029年 

（R11） 

2030年 

（R12） 

Ⅰ‐①‐1 
行政 
交通事業者 

      

Ⅰ‐①‐2 
行政 
交通事業者 

      

Ⅰ‐①‐3 行政       

 

施策名 Ⅰ-② 準幹線軸の維持 

該当する 
計画目標 

目標Ⅰ_公共交通の適切な維持と改善 

取り組み 
内容 

 

1．幹線軸を補完しつつ拠点間の移動や観光振興への対応を考慮したバス 

路線の維持 

・通勤・通学や拠点間の移動（福間駅⇔津屋崎地区）、福間海岸や津屋崎千軒等 

の観光スポットへの来訪といった多用途の交通需要に対応するための運行調整

や時刻調整を図るとともに、利用に対する周知活動を強化し、運行サービスの

維持・確保に努めます。 

・運行サービスの維持・確保に際しては、目標利用人員等を設定し、適宜達成 

状況を公開・周知することで、利用意識の醸成を図ります。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 

（R7） 

2026年 

（R8） 

2027年 

（R9） 

2028年 

（R10） 

2029年 

（R11） 

2030年 

（R12） 

Ⅰ‐②‐1 
行政 

交通事業者 
      

順次実施 

実施・継続 

実施 準備 

継続実施 
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施策名 Ⅰ-③ 支線軸の定期的な見直しと改善 

該当する 
計画目標 

目標Ⅰ_公共交通の適切な維持と改善 

取り組み 
内容 

 

1．利用ニーズや乗降実態を考慮したコミュニティバス路線の 

定期的な見直し 

・地域住民の移動ニーズや高齢者をはじめとした移動困難者の居住分布、路線 

バスのバス停等から遠い位置にある地区の把握などを踏まえて、既存のコミュ

ニティバス路線の見直しを定期的に行います。 

2．よりよい見直し・改善のための協力体制の確保 

・コミュニティバスの効率的・持続可能な運営を行うため、見直し時における 

指標となるガイドラインを令和5年度に作成しました。よりよい路線の構築の

ため、このガイドラインを適時適切に見直すほか、見直し・改善にあたって 

連携協力が得られやすい体制を確保していきます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 

（R7） 

2026年 

（R8） 

2027年 

（R9） 

2028年 

（R10） 

2029年 

（R11） 

2030年 

（R12） 

Ⅰ‐③‐1 行政       

Ⅰ‐③‐2 

行政 

交通事業者 

市民 

      

 

 

施策名 Ⅰ-④ 地域連携エリアの移動支援 

該当する 
計画目標 

目標Ⅰ_公共交通の適切な維持と改善 

取り組み 
内容 

 

1．地域連携エリアでのタクシーを活用した移動支援の維持・拡充 

・需要が少なく定時定路線を敷くことが難しい地域において、居住地から商業 

施設や病院などの目的地、ならびに路線バスやコミュニティバスの主な停留所

への移動手段として、タクシーを活用するための支援策（費用の一部負担な

ど）を令和3年度に導入しました。今後は周知活動等を強化する等により、 

移動支援の維持・拡充を図ります。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 

（R7） 

2026年 

（R8） 

2027年 

（R9） 

2028年 

（R10） 

2029年 

（R11） 

2030年 

（R12） 

Ⅰ‐④‐1 行政       

 

  

実施 

実施 

実施 
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施策名 Ⅰ-⑤ 新たな交通手段の導入の検討 

該当する 
計画目標 

目標Ⅰ_公共交通の適切な維持と改善 

取り組み 
内容 

 

1．地域の実情等に応じ既存交通手段から新交通手段（新モビリティサービ

ス）への置き換え・追加等の導入検討・実施 

・近年、AI※1、IoT※2、自動運転などの新たなデジタル技術が注目されており、

技術革新により様々な新しいモビリティサービスが登場しています。これらの

新技術について調査研究し、地域実情等に応じた導入ができないか検討しま

す。 

なお、一定の条件が整い次第、順次実施していきます。 

 

※1 AI（Artificial Intelligence）とは、人口知能のことで、一般的には人間の知的行動を 

コンピュータに行わせる技術を指します。 

※2 IoT（Internet of Things）とは、物体（モノ）に通信機能を持たせて相互通信等を 

行うことにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うことをいいます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 

（R7） 

2026年 

（R8） 

2027年 

（R9） 

2028年 

（R10） 

2029年 

（R11） 

2030年 

（R12） 

Ⅰ‐⑤‐1 行政       

 

 

施策名 Ⅰ-⑥ 人材確保に向けた広報の支援 

該当する 
計画目標 

目標Ⅰ_公共交通の適切な維持と改善 

取り組み 
内容 

 

1．運転士等の人材不足を解消するために必要な広報の支援 

・近年、顕在化している公共交通の運転士・乗務員の不足及び高齢化の課題に 

対応するためには、交通事業者が行う人材確保に向けた取組みについて、行政

も積極的に支援することが重要となっています。これらの取組みを行政が積極

的に広報することで、周知を図り人材確保につなげるよう努めていきます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 

（R7） 

2026年 

（R8） 

2027年 

（R9） 

2028年 

（R10） 

2029年 

（R11） 

2030年 

（R12） 

Ⅰ‐⑥‐1 行政       

 

 

 

  

準備 導入検討（条件等が整い次第実施） 

随時実施 
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目標Ⅱ：公共交通利用者の利便性向上と普及 

福津市が目指す交通将来像の実現のため、公共交通体系を誰もがわかりやすく、安全に利用

しやすく、また利用したくなるよう、ハード・ソフトの両面で環境を整備していきます。市や

交通事業者、また市内企業・商店等は、市民等の公共交通利用時の利便性向上とその普及のた

め積極的に取り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画 

目標 
施策 取り組み 実施主体 

目
標
Ⅱ 

公
共
交
通
利
用
者
の
利
便
性
向
上
と
普
及 

Ⅱ-➀ 待合環境の改善 

1.主要な交通結節点等での乗り 

継ぎ・待合環境の改善 

2.停留所ごとの事情に応じた待合

・乗降環境の改善 

行政 

交通事業者 

企業･商店 

等 

Ⅱ-② 乗り継ぎ運行時刻の 

調整 

1.支線軸における主要な乗り継ぎ

拠点(駅やバス停)での運行ダイヤ

の時間調整 

行政 

交通事業者 

Ⅱ-③ 利用者に対する特典等

の検討・実施 

1.回数券･定期券制度の創設（コミ

ュニティバス） 

2.乗り継ぎ割引制度の再構築 

3.乗車特典制度の創設 

行政 

交通事業者 

企業･商店 

等 
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施策名 Ⅱ-➀ 待合環境の改善 

該当する 
計画目標 

目標Ⅱ_公共交通利用者の利便性向上と普及 

取り組み 
内容 

 

1．主要な交通結節点等での乗り継ぎ・待合環境の改善 

・利用者が多いバス停や交通結節点（駅

など）のバス停において、上屋、ベン

チ等を整備し、待合環境を改善しま

す。 

2．停留所ごとの事情に応じた 

待合・乗降環境の改善 

・バス停周辺の商店や公共施設との 

連携・協力のもと、快適なバス待ちス

ペースの確保を進めます。（ベンチの

設置、風よけスペースの確保等） 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅱ‐①‐1 

行政 
交通事業者 
企業・商店 
等 

      

Ⅱ‐①‐2 

行政 
交通事業者 
企業・商店 
等 

      

 

施策名 Ⅱ-② 乗り継ぎ運行時刻の調整 

該当する 
計画目標 

目標Ⅱ_公共交通利用者の利便性向上と普及 

取り組み 
内容 

 

1．支線軸における主要な乗り継ぎ拠点(駅やバス停)での 

運行ダイヤの時間調整 

・コミュニティバス同士の乗り継ぎについて、中心拠点や地域拠点での乗り継ぎ

が円滑にできるよう、適切な乗り継ぎ時間を確保したダイヤ調整を令和3年度

から実施しています。路線見直し等においても、乗り継ぎ時間を考慮した時刻

編成としていきます。 

・ダイヤ調整が困難な箇所や時間帯については、スムーズに乗り継ぎできる便の

組み合わせに関する情報提供を行うことで利用者の利便性向上に努めます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅱ‐②‐1 
行政 

交通事業者 
      

■バス停シェルターの設置の事例 
（戸井手バス停留所） 

調整・実施 

調査・調整・実施 

調査・調整・実施 
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施策名 Ⅱ-③ 利用者に対する特典等の検討･実施 

該当する 
計画目標 

目標Ⅱ_公共交通利用者の利便性向上と普及 

取り組み 
内容 

 

1．回数券･定期券制度の創設（コミュニティバス） 

・複数回や定期的に利用する人への優遇措置として、回数券や定期券等といった

乗車券の発行制度を検討します。 

 

2．乗り継ぎ割引制度の再構築 

・令和3年度から令和6年度までコミュニティバスから西鉄バスへの乗り継ぎ利用

の特典として運賃割引制度を実施しました。今後は地域MaaS※も含めた快適

な乗り継ぎ環境・割引制度を検討し、調整がついたものから順次実施します。 

 

3．乗車特典制度の創設 

・路線沿線での開催イベントや夏休み時期等に合わせた、公共交通利用に対する

特典制度を検討します。  

 

※ MaaS（Mobility as a Service）とは、多様な移動手段を一つのサービスとし

て捉えシームレスにつなぐ移動の概念、または、その実現のため、鉄道、バス

等の様々な移動手段を最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行う

サービスのことです。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅱ‐③‐1 
行政 

交通事業者 
      

Ⅱ‐③‐2 
行政 

交通事業者 
      

Ⅱ‐③‐3 

行政 

交通事業者 

企業・商店 

等 

      

 
 

 

  

導入検討 

導入検討 

導入検討・調整・実施 

実施 

実施 
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目標Ⅲ：公共交通に対する安心感の確保 

福津市が目指す交通将来像の実現のため、公共交通の利用に際した安心感を確保していきま

す。市や事業者は、利用実態の把握に努め、利用者に分かりやすく正確で、かつ時期を逃さな

い周知を行うほか、迷わない公共交通の利用のための環境整備やインターネット等を活用した

情報提供等を進めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画 

目標 
施策 取り組み 実施主体 

目
標
Ⅲ 

公
共
交
通
に
対
す
る
安
心
感
の
確
保 

Ⅲ-① 公共交通の利便性を 

促す情報の周知 

1.主要な交通結節点等における 

総合案内板の設置 

2.バス停案内表示の改善と充実 

3.公共交通案内マップの作成・ 

配布 

4.路線見直しに合わせた時刻表の

改正・配布 

5.ホームページの充実とGTFS 

データの活用 

行政 

交通事業者 

Ⅲ-② わかりやすいバス系統

及び車両の表示 

1.わかりやすい系統名・バス停名

の設定 

2.バス車両、バス停等への系統表

示 

行政 

交通事業者 

Ⅲ-③ わかりやすい乗り継ぎ

情報の提供 

1.乗り継ぎ拠点におけるわかり 

やすい乗り継ぎ情報の表示 
行政 

Ⅲ-④ 免許返納者に対する 

特典等の普及促進 

1.免許返納者に対する特典等の 

普及促進 
行政 

Ⅲ-⑤ モビリティ・マネジメ

ント（MM施策）の実施 

1.公共交通の乗り方講座等の 

検討・実施 
行政 
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施策名 Ⅲ-➀ 公共交通の利便性を促す情報の周知 

該当する 
計画目標 

目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

1．主要な交通結節点における総合案内板の設置 

・乗り継ぎ利用者の多い駅やバス停において、乗り

継ぎ利便性を高めるために、乗り場案内や乗り継

ぎ案内、誘導案内、周辺案内などの案内板を整備

します。 

・さらに、ピクトグラムを活用することにより、誰

もがわかりやすいサイン表示を導入した案内板

の整備を図ります。 

 

2．バス停案内表示の改善と充実 

・体の不自由な方や高齢者、来訪者など、誰もがわかりやすいバス停案内表示の

充実と改善を図ります。 

 

3．公共交通案内マップの作成・配布 

・市内すべての公共交通の路線、乗り場、連絡先等の情報を集約化した総合公共交

通マップを作成し配布します。作成・配布に際しては、既存のプラットフォーム

等の活用も検討します。 

 

4．路線見直しに合わせた時刻表の改正・配布 

・コミュニティバスの見直しに伴い、改正した時刻表の全戸配布を行います。 

 

5．ホームページの充実とGTFS※データの活用 

・公共交通の運行情報等を広く周知してもらうために、ホームページやＳＮＳを

積極的に活用します。 

 

※ GTFS（General Transit Feed Specification）とは、公共交通機関の時刻表とその 

地理的情報に使用される共通形式を定義したものです。北米や欧州で広く普及するフォー

マットであり、現在はオープン化され、誰もが使用できるものになっています。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅲ‐①‐1 
行政 
交通事業者 

      

Ⅲ‐①‐2 行政 

交通事業者 
      

Ⅲ‐①‐3 行政       

Ⅲ‐①‐4 行政       

Ⅲ‐①‐5 行政       

  

■ピクトグラムサイン 

企画 調整 実施 

作成検討・作成 配布 

実施 

見直し時期に合わせて実施・配布 

随時実施 
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施策名 Ⅲ-② わかりやすいバス系統及び車両の表示 

該当する 
計画目標 

目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

1．わかりやすい系統名・バス停名の設定 

・誰もが理解しやすいバス系統の系統名やバス停名となるよう、引き続き改善を

行います。 

2．バス車両、バス停等への系統表示 

・バス停名で紛らわしい表現や難しい読みの場合は、わかりやすい施設名に名称

を変更するか、ルビを入れるなどの工夫を継続して行います。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅲ‐②‐1 
行政 

交通事業者 
      

Ⅲ‐②‐2 
行政 

交通事業者 
      

 

施策名 Ⅲ-③ わかりやすい乗り継ぎ情報の提供 

該当する 
計画目標 

目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

1．乗り継ぎ拠点におけるわかりやすい乗り継ぎ情報の表示 

・鉄道～バスの乗り継ぎが多いJR福間駅やJR東福間駅、バス相互の乗り継ぎが

可能な主要なバス停、さらに公共交通の車内などで、事前に乗り継ぎの場所や

ダイヤなどの情報を提供する方法を検討し順次実施します。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅲ‐③‐1 行政       

 

  

順次実施 

順次実施 

順次実施 
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施策名 Ⅲ-④ 免許返納者に対する特典等の普及促進 

該当する 
計画目標 

目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

1．免許返納者に対する特典等の普及促進 

・公共交通事業者や行政が実施している免許返納者に対する特典等（ふくつミニ

バス1年間無料乗車券、ニモカ贈呈等）の普及促進を図ります。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅲ‐④‐1 行政  
 

    

 

施策名 Ⅲ-⑤ モビリティ・マネジメント※（MM施策）の実施 

該当する 
計画目標 

目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

1．公共交通の乗り方講座等の検討・実施 

・鉄道や路線バス、コミュニティバス等の各事業者やキャッシュレス決済事業者

等と連携し、公共交通の正しく賢い利用について分かりやすく解説・助言する

講座の定期的な開催を検討・実施します。 

・市民向けの説明会や意見交換会においても、公共交通の使い方の解説・助言等

を実施し、利用を促します。 

 

※ モビリティ・マネジメント（MM）とは、当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る 

状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交通手段を適度に（＝かしこく）利用 

する状態」へと少しずつ変えていく一連の取り組みを意味するものです。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅲ‐⑤‐1 行政       

 

 

 

  

順次実施 

調査・調整・実施 
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目標Ⅳ：多様な関係者との連携・協働 

福津市が目指す交通将来像の実現のため、多様な関係者と連携・協働していきます。市や近

隣自治体、事業者、地域、市民団体等が利用者目線で多様・相互に連携することにより、利便

性の高い地域公共交通サービスを「共創」することを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画 

目標 
施策 取り組み 実施主体 

目
標
Ⅳ 

多
様
な
関
係
者
と
の
連
携
・
協
働 

Ⅳ-① 市内公共交通機関の 

連携 

1.福津市地域交通体系協議会を 

通じた市内公共交通機関相互の

情報交換・連携の推進 

行政 

交通事業者 

Ⅳ-② 企業等と連携した 

取り組みの推進 

1.車内広告や駅･バス停のネーミン

グライツ等の取り組みの拡充 

2.商業施設等が実施する配送サー

ビス等との連携・情報交換 

行政 

企業 

Ⅳ-③ 地域やコミュニティと 

連携した取り組みの 

推進 

1.地域団体等主体の自家用有償 

旅客運送等への伴走支援 

2.福祉団体等による福祉有償運送

との連携・情報交換 

行政 

地域 

団体等 

Ⅳ-④ 観光施策と連携した 

取り組みの推進 

1.観光地・観光施設のＰＲ等に 

併せた公共交通の利用促進 

行政 

観光事業者 

Ⅳ-⑤ 近隣市町と連携した 

取り組みの推進 

1.沿線自治体（宗像市、古賀市、

新宮町）との連携・情報交換 
行政 
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施策名 Ⅳ-① 市内公共交通機関の連携 

該当する 
計画目標 

目標Ⅳ_多様な関係者との連携・協働 

取り組み 
内容 

 

1. 福津市地域交通体系協議会を通じた市内公共交通機関相互の 

情報交換・連携の推進 

・福津市地域交通体系協議会規則（平成18年福津市規則第40号）等に基づき 

設置している福津市地域交通体系協議会を定期的に開催し、公共交通利用の 

現況や課題解決の方策等について情報・意見交換を行い、ともに考え課題解決

を図ることにより、よりよい公共交通サービスの提供につなげます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅳ‐①‐1 
行政 

交通事業者 
      

 

施策名 Ⅳ-② 企業等と連携した取り組みの推進 

該当する 
計画目標 

目標Ⅳ_多様な関係者との連携・協働 

取り組み 
内容 

 

1. 車内広告や駅･バス停のネーミングライツ等の取り組みの拡充 

・車内広告等の取扱いについては、令和3年度に定めた福津市コミュニティバス

等広告掲載取扱基準に沿って進めています。さらなる広告収入の拡大を目指

し、基準の一部改正等も含めた取り組みの拡充を図ります。 

2. 商業施設等が実施する配送サービス等との連携・情報交換 

・一部の大型商業施設等では、商品のネット予約や配送サービスを実施していま

す。これらと既存公共交通サービスとの連携ができないか調査研究するととも

に、情報交換を行って、サービスの連携・協働につなげていきます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅳ‐②‐1 
行政 

企業 
      

Ⅳ‐②‐2 
行政 

企業 
      

 

 

 

 

 

 

 

調査・調整・実施 

定期実施 

実施 
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施策名 Ⅳ-③ 地域やコミュニティと連携した取り組みの推進 

該当する 
計画目標 

目標Ⅳ_多様な関係者との連携・協働 

取り組み 
内容 

 

1. 地域団体等主体の自家用有償旅客運送等への伴走支援 

・郷づくり推進協議会や自治会で、地域主体での自家用有償旅客運送制度等の活

用希望があった場合は、関係者調整や手続き等について伴走支援を行います。 

2. 福祉団体等による福祉有償運送との連携・情報交換 

・福祉有償運送を実施している福祉団体等との連携・情報交換を図り、運行の効

率化や協働化等についての可能性を検討し、調整がついたものから順次実施し

ていきます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅳ‐③‐1 
行政 

地域団体等 
      

Ⅳ‐③‐2 
行政 

福祉団体等 
      

 

施策名 Ⅳ-④ 観光施策と連携した取り組みの推進 

該当する 
計画目標 

目標Ⅳ_多様な関係者との連携・協働 

取り組み 
内容 

 

1. 観光地・観光施設のＰＲ等に併せた公共交通の利用促進 

・観光マップや観光パンフレット等の刊行物、インターネットやSNSによる観光

地や観光施設の紹介、観光イベント等のPRチラシ等に、目的地までの移動手段

にできる限り公共交通機関が選択されるよう、公共交通の記載について促進し

ます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅳ‐④‐1 
行政 

観光事業者 
      

 

 

 

 

 

  

随時実施 

随時実施 

随時実施 
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施策名 Ⅳ-⑤ 近隣市町と連携した取り組みの推進 

該当する 
計画目標 

目標Ⅳ_多様な関係者との連携・協働 

取り組み 
内容 

 

1. 沿線自治体（宗像市、古賀市、新宮町）との連携・情報交換 

・鉄道・バス等で福津市との関係が深い沿線自治体（宗像市、古賀市、新宮町）

とは定期的に会議を開催して問題点・課題等について情報共有するとともに、

解決に向けて連携し取り組んでいきます。 

 

取り組みNo 実施主体 

実施時期 

2025年 
（R7） 

2026年 
（R8） 

2027年 
（R9） 

2028年 
（R10） 

2029年 
（R11） 

2030年 
（R12） 

Ⅳ‐⑤‐1 行政       

 

 

  

随時実施 



 

34 

６-３．計画目標の数値指標 

計画の達成状況を評価するための指標を、以下のとおり設定します。 

■評価指標と現況値・目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画目標 評価指標 現況値 
※（）内は実績年度 

目標値(R12) 

目標Ⅰ 
公共交通体系

の適切な維持

と改善 

鉄道（JR九州）の駅別年間利用者数の計 
3,988千人/年 

（R5実績） 
3,988千人/年 

路線バス（西鉄バス）の路線別年間利用者数の

計 

3,660千人/年 

（R5実績） 
3,660千人/年 

路線バス（JR九州バス）の路線別年間利用者数 
237千人/年 

（R5実績） 
237千人/年 

コミュニティバスの利用者数 
64千人/年 

（R5実績） 
85千人/年 

コミュニティバスの路線別収支比率 

17.0％ 

（全路線の平均） 

（R5実績） 

20.0％ 

（全路線の平均） 

公共交通の維持に係る市の財政負担額 
6,000万円 

（R5実績） 

7,400万円 

以下 

目標Ⅱ 

公共交通利用

者の利便性向

上と普及 

主要な停留所におけるバス待ち改善箇所数 
6箇所 

（R3～R6実績） 
5箇所 

市民アンケートにおける公共交通の利用率 
38.1％ 

（R5実績） 

40.0％ 

以上 

目標Ⅲ 
公共交通に 

対する安心 

感の確保 

公共交通の利便性に関する満足度評価割合 
21.7％ 

（全体平均。R5実績） 

25.0％ 

以上 

市民向け講座又は意見交換会の実施地域・ 

回数 

52回 

（R1～R4実績） 
40回 

目標Ⅳ 
多様な関係者

との連携・協

働 

他分野連携による新事業の立ち上げ数 
０事業 

（R5） 
１事業 
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■目標値の算出根拠・方法 

 

評価指標 目標値の算出方法 備考 

鉄道（JR九州）の駅別年間利用者数の計 JR福間駅及びJR東福間駅の年間利用者  

路線バス（西鉄バス）の路線別年間利用者数の計 
赤間～福岡線、赤間（急行）福岡線、津屋崎～

鐘崎線の年間利用者 

 

路線バス（JR九州バス）の路線別年間利用者数 イオン循環線の年間利用者  

コミュニティバスの利用者数 路線別年間利用者の総和＋増加見込数  

コミュニティバスの路線別収支比率 全路線平均収支率＋増加見込率  

公共交通の維持に係る市の財政負担額 R7年度見込み  

主要な停留所におけるバス待ち改善箇所数 年1箇所  

市民アンケートにおける公共交通の利用率 

令和5年度市民意識調査「JR」「西鉄バス」「JR

九州バス」「ふくつミニバス」「タクシー」の合

計＋増加見込率 

 

公共交通の利便性に関する満足度評価割合 
令和5年度市民意識調査「満足」「概ね満足」の

合計＋増加見込率 

 

市民向け講座又は意見交換会の実施地域・回数 年8回（郷づくり単位で年1回）×5年  

他分野連携による新事業の立ち上げ数 （調査研究・事業間調整に要する時間を考慮）  
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７．計画の進捗管理 
７-１．施策のマネジメント体制 

福津市における地域公共交通をマネジメント（管理）する主体は、「福津市地域交通体系協議会」

です。 

マネジメントにおいては、行政と交通事業者、市民、地域コミュニティがともに公共交通に対す

る意識を共有化し、単に評価するにとどまらず、持続可能な地域公共交通網の構築に向け、官民協

働のもと取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■福津市における地域公共交通推進体制 

 

市 民 
 

●積極的な公共交通の利用 

●地域公共交通の活性化・再生の検

討に主体的に参加 

●市民同士での公共交通利用促進意

識の醸成 

地域･コミュニティ 

（関係団体等） 

 

●地域公共交通の活性化・再

生の検討に主体的に参加 

●地域公共交通を支える持続

的な取り組みの検討・実践 

行 政 
（福津市、国、県等） 

 

●協力体制づくり 

●市民等に対する積極的な働きかけ 

●公共交通施策の実施 

●公共交通サービス提供の支援 等 

交通事業者 

（鉄道、バス、タクシー） 

 

●利用者ニーズを踏まえた 

交通サービス・情報の提供 

●地域公共交通のあり方の 

検討への積極的な参加や 

連携・協力 

福津市 
地域交通体系協議会 

 

（市民代表、地域代表、交通事業者、 

関係団体、学識経験者、 

国・県・市職員で構成） 
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７-２．計画達成状況の評価方法 

福津市における公共交通ネットワーク及び公共交通に係る施策の評価は、以下の手順で実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象期間 概 要 

大きな 

ＰＤＣＡサイクル 
計画期間 

対象期間全体を通した事業の実施状況や数値目標の 

達成状況、事業実施による効果、残された課題など 

を整理・分析し、次期計画に反映させます。 

小さな 

ＰＤＣＡサイクル 
毎年 

事業の実施状況などを整理するとともに、利用状況 

などを継続的にモニタリングし、事業内容の修正や 

スケジュールの見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共交通施策の評価及び検証、改善策の検討は、福津市地域交通体系協議会におけ

る協議によって行います。 

 公共交通ネットワークの評価は、「路線等単位での評価」を基本として目標の達成

状況を評価・検証します。 

 目標を達成できていない場合は、その原因を調査・分析し、改善策を検討する

PDCA サイクル（計画⇒実行⇒評価⇒改善）により実施します。（下図に示す“小

さな PDCA サイクル”を実践） 

⇒ 路線等単位の評価は、原則１年間の運行実績等を踏まえ、毎年実施します。 

⇒  ネットワーク全体での評価は、計画の目標年度において個別の路線等がネット

ワークとして機能しているか総合的に評価・検証し、次期計画に見直しを反映  

させます。 

■ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善 

■ＰＤＣＡサイクルの構築イメージ 
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７-３．評価・検証の実施時期等 

各指標の評価・検証は、以下の時期と取得方法で実施します。 

 

 

数値指標 実施時期 データ取得方法 

鉄道駅別年間乗客数 年１回 
交通事業者から 

データ提供 

路線バスの年間利用者数 年１回 
交通事業者から 

データ提供 

コミュニティバスの年間利用者数 年１回 
交通事業者から 

データ提供 

コミュニティバスの路線別収支率 年１回 行政からの報告 

公共交通の維持に係る市の財政 

負担額 
年１回 行政からの報告 

主要な停留所でのバス待ち改善 

箇所数 

施策の実施状況に 

応じて、適宜実施 

事業主体への 

ヒアリングで把握 

市民アンケートにおける公共交通の 

利用率 
令和12年度 

行政によるアンケート 

調査による把握 

公共交通の利便性に関する満足度 

評価割合 
令和12年度 

行政によるアンケート 

調査による把握 

市民向け講座又は意見交換会の 

実施地域・回数 
令和12年度 行政からの報告 

他分野連携による新事業の 

立ち上げ数 

進行状況に応じて 

適宜実施 
行政からの報告 

 

 

■各指標の評価・検証の実施時期とデータ取得方法 


